
◎領収証書は５年間大切に保存してください。

年 月 日

〈この納付書で法人市民税の収
納事務を取り扱う金融機関〉

琉球銀行、沖縄銀行
沖縄海邦銀行、みずほ銀行
鹿児島銀行、コザ信用金庫
沖縄県農業協同組合
沖縄県労働金庫
沖縄県内のゆうちょ銀行・郵便
局

（注意）
上記金融機関以外で納めますと
手数料がかかる場合がありま
す。

〈納期限について〉
＊期限内申告の場合は、申告納
付期限（事業年度終了の日の翌
日から２ヶ月以内）を記入して
ください。　（土曜日、日曜
日、祝日等の場合はその翌日が
期限となります。）
　
＊期限後申告については申告書
の提出日を納期限に記入してく
ださい。

＊なお、納期限の記入漏れや納
期限を経過している場合は、ゆ
うちょ銀行・郵便局においては
取り扱いできません。また、他
の金融機関等においてもお取り
扱いできない場合がございます
のご留意ください。

〈備考〉
沖縄県外のゆうちょ銀行（郵便
局）で納付の場合は、振替払込
書を送付しますので、納税課法
人グループまでご連絡くださ
い。

那覇市納税課
　直通TEL：098-861-6902
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所在地及び法人名(法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税割
額を課税標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称
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◎この納付書は3枚1組となっていますので、
切り離さずに提出してください。
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